
子どもの急な発熱、休日や平日夜間のお仕事時の

ベビーシッター利用料を
補助します

問い合わせ・申込み先 男女共同参画室
Ｔ Ｅ Ｌ ：0743-72-5137・5138
Ｅ-Ｍａｉｌ：sankaku-jimu＠ad.naist.jp

http://www.naist.jp/gender/index.html

・ベビーシッター会社との法人契約と利用費補助により、
本学教職員の仕事と生活の両立を支援します。

保育場所

利用条件

・利用者の自宅もしくは一時託児室「せんたん」

・本支援を利用しなければ就労が困難な場合（病児のため
保育所に登園できない等）

利用対象者

本学に勤務する
教職員(共済組合ま
たは厚生年金の被保

険者に限る)

対象となる
子どもの年齢

0歳から小学校
6年生まで

法人契約先

(株)マザーネット
・子どもの年齢（小3まで）と保育場所（自宅）の利用条件が合えば、

内閣府ベビーシッター派遣事業割引券との併用が可能です。

制度の概要

・子ども1人あたり20時間まで(次年度は年間40時間の予定)の
利用費補助1,371円～1,606円（1時間あたり･税込）を受けること
ができます（2人目以降の子どもにかかる加算料金は半額を大
学が負担します）。なお、1回の利用は2時間以上～です。

ベビーシッター会社（マザーネット）と法人契約を結び、
保育者手配の手続き簡素化＆経済的負担軽減を行います。

【利用費補助額：1時間あたり1,371 円～1,606円（税込）】

本支援を利用するためには、
事前登録（1週間程度を要します）
が必要です。
※詳細は下記webサイトをご参照下さい

奈良先端科学技術大学院大学 男女共同参画室
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